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(57)【要約】
【課題】太陽電池モジュールに発生する日陰を可能な限
り抑制し、高い発電効率を確保して太陽光発電で利用可
能な電力を増加させる。
【解決手段】遮音壁６００の走行路とは逆側の背面側に
、太陽電池セル１１が直列接続される太陽電池モジュー
ル１０が縦方向に並べて取り付けられ、太陽電池モジュ
ール１０の各々が上方に向かうに従って遮音壁６００に
近づくように傾斜して設けられる太陽電池モジュールの
取付構造で、遮音壁６００の背面側に固定される上側保
持部２０と下側保持部３０で、太陽電池モジュール１０
の上端側と下端側がそれぞれ保持され、上側保持部２０
が下側保持部３０よりも外側方向への突出量が小さく形
成され、夏至の南中高度の太陽光によって太陽電池モジ
ュール１０の受光面１２に発生する日陰が、受光面１２
の上端から太陽電池モジュール１０が発電可能な規定領
域未満となるように設定される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遮音壁の走行路とは逆側の背面側に、太陽電池セルが直列接続される太陽電池モジュー
ルが縦方向に並べて取り付けられ、前記太陽電池モジュールの各々が上方に向かうに従っ
て前記遮音壁に近づくように傾斜して設けられる太陽電池モジュールの取付構造であって
、
　前記遮音壁の背面側に固定される上側保持部と下側保持部で、前記太陽電池モジュール
の上端側と下端側がそれぞれ保持され、
　前記上側保持部が前記下側保持部よりも外側方向への突出量が小さく形成され、
　夏至の南中高度の太陽光によって前記太陽電池モジュールの受光面に発生する日陰が、
前記受光面の上端から前記太陽電池モジュールが発電可能な規定領域未満となるように設
定して、前記太陽電池モジュールが取り付けられることを特徴とする太陽電池モジュール
の取付構造。
【請求項２】
　前記発生する日陰が、前記太陽電池モジュールの最上行の太陽電池セルの受光面の一部
に留まるように設定して、前記太陽電池モジュールが取り付けられることを特徴とする請
求項１記載の太陽電池モジュールの取付構造。
【請求項３】
　遮音壁の走行路とは逆側の背面側に、太陽電池セルが直列接続される太陽電池モジュー
ルが縦方向に並べて取り付けられ、前記太陽電池モジュールの各々が上方に向かうに従っ
て前記遮音壁に近づくように傾斜して設けられる太陽電池モジュールの取付構造であって
、
　前記遮音壁の背面側に固定される上側保持部と下側保持部で、前記太陽電池モジュール
の上端側と下端側がそれぞれ保持され、
　前記上側保持部が前記下側保持部よりも外側方向への突出量が小さく形成され、
　夏至の南中高度の太陽光によって前記太陽電池モジュールの受光面に発生する日陰が、
前記太陽電池モジュールの受光面にかからないように設定して、前記太陽電池モジュール
が取り付けられることを特徴とする太陽電池モジュールの取付構造。
【請求項４】
　前記上側保持部の外側方向の先端で走行路方向に延びる先端部分が、前記下側保持部の
外側方向の先端で走行路方向に延びる先端部分と、前記下側保持部の直下で前記上側保持
部で保持されている前記太陽電池モジュールの受光面の上端とを結ぶ線よりも、内側に設
けられることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の太陽電池モジュールの取付構造
。
【請求項５】
　上下に並べて設けられる上側の太陽電池モジュールの下側保持部と下側の太陽電池モジ
ュールの上側保持部が別体であることを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の太陽電
池モジュールの取付構造。
【請求項６】
　請求項１～５の何れかに記載の太陽電池モジュールの取付構造で取り付けられる前記太
陽電池モジュールを少なくとも一部に有することを特徴とする太陽光発電装置。
【請求項７】
　太陽電池モジュールから得られる電力を直流から交流に変換して出力するパワーコンデ
ィショナーを備える請求項６記載の太陽光発電装置であって、
　前記パワーコンディショナーが、
　太陽電池モジュールから入力される電力の直流電圧を昇圧する昇圧回路と、
　昇圧された電力を直流から交流に変換して出力するインバータと、
　前記太陽電池モジュールの発電電力が制御電源として供給され、駆動動作を制御する駆
動制御部を有し、
　前記太陽電池モジュールの発電電力を一時的に蓄え、前記パワーコンディショナーの起
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動時の補助電力を供給する補助コンデンサが前記昇圧回路に設けられることを特徴とする
太陽光発電装置。
【請求項８】
　前記駆動制御部の制御電源が、前記太陽電池モジュールの出力側と前記昇圧回路の間の
分岐から供給される第１の制御電源と、前記インバータの出力側と外部系統電源の間の分
岐から供給される第２の制御電源とを所定条件に応じて選択して供給されることを特徴と
する請求項７記載の太陽光発電装置。
【請求項９】
　太陽電池モジュールの異常検出装置を備える請求項６～８の何れかに記載の太陽光発電
装置であって、
　前記異常検出装置として、
　一の太陽電池モジュールの発電電圧と他の太陽電池モジュールの発電電圧を取得し、前
記一の太陽電池モジュールの発電電圧と前記他の太陽電池モジュールの発電電圧とを相互
比較し、その比較結果が所定条件の許容範囲外の状態が所定設定時間を超える場合に、発
電電圧の低い方の太陽電池モジュールを異常と判定する異常検出部と、
　前記異常と判定した太陽電池モジュールの異常を告知する告知部と、
　を備えることを特徴とする太陽光発電装置。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遮音壁の背面側に太陽電池モジュールを取り付ける際の太陽電池モジュール
の取付構造及び太陽光発電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高速道路、自動車専用道路、線路等の走行路には、住居環境の騒音対策として、遮音壁
が付帯設備として設置されることがある。遮音壁は、自動車等の走行路の側部に沿って設
置され、自動車等の走行で発生する騒音を抑制し、近隣の住居環境を良好に保つことを可
能にする。
【０００３】
　また、近年では自然エネルギーの活用の重要性が高まっており、太陽電池モジュールの
設置が進んできている。しかしながら、一般的な太陽電池モジュールの設置は、水平面へ
の拡がりが大きく、水平面の遮蔽面積が多くなるため、植物の生育、緑地の保全や増進の
弊害となるという問題がある。
【０００４】
　そのため、遮音壁を利用し、太陽電池モジュールを縦方向に並べるように配置する構造
が提案されている。例えば特許文献１には、シート状の太陽電池モジュールが遮音壁の背
面に沿うように配置され、遮音壁の背面に取付具によって固定されると共に、シート状の
太陽電池モジュールが縦方向に並べるように配置されている構造が記載されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、背面板に凹部が設けられ、天井面が凹部の入口に向かうに従っ
て上方に傾斜する凹部内にパネル型の太陽電池モジュールが収納配置され、高さが選択さ
れる上下一組ずつのスペーサーを介し、太陽電池モジュールが背面板に隙間を開けて角度
調整可能に連結されると共に、太陽電池モジュールが縦方向に並べるように配置されてい
る構造が記載されている。
【０００６】
　また、特許文献３には、太陽電池モジュールの裏面補強板に形成された一対の係止部を
遮音壁壁面に設けた一対の鈎状の係止部に嵌合して遮音壁壁面に太陽電池モジュールを固
定すると共に、太陽電池モジュールを遮音壁壁面に対して角度を付けて固定することが開
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示され、更に、特許文献３では、発電効率の観点から、受光面が垂直面となす角度が６０
度程度となるように太陽電池モジュールを設置することが好ましいとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－２７０００６号公報
【特許文献２】特開２０１１－１７２０号公報
【特許文献３】特開平９－２０９３１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、太陽電池モジュールは太陽光をより多く受光し、効率的な発電を行うために
、通常は受光面を斜めに傾斜させて設置され、遮音壁の外面に太陽電池モジュールを設置
する場合には、太陽電池モジュールが上方に向かうに従って遮音壁に近づくように傾斜し
て設置することが望ましい。そして、この太陽電池モジュールの傾斜角度等の設置条件は
、太陽光の受光量を最大にすることを基準に設定されるのが一般的である。
【０００９】
　しかしながら、本願発明者の鋭意検討の結果、太陽電池モジュールは一部に日陰が生じ
、太陽電池モジュールを構成する直列接続の太陽電池セルの一部が受光せず、この太陽電
池セルが発電しなくなった場合、この発電しない太陽電池セルの影響により、太陽電池モ
ジュールの全体が発電しなくなる事態が生ずることが判明した。このような事態が複数の
太陽電池モジュールで生ずると、太陽電池モジュールで構成される太陽光発電装置の発電
効率が大きく低下する要因となるため、太陽電池モジュールに生ずる日陰を可能な限り低
減することが求められる。
【００１０】
　本発明は上記課題に鑑み提案するものであって、太陽電池モジュールに発生する日陰を
可能な限り抑制し、太陽電池モジュールや太陽電池モジュールで構成される太陽光発電装
置の高い発電効率を確保することができ、太陽光発電で利用可能な電力を増加させること
ができる太陽電池モジュールの取付構造、及びこの取付構造を用いる太陽光発電装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の太陽電池モジュールの取付構造は、遮音壁の走行路とは逆側の背面側に、太陽
電池セルが直列接続される太陽電池モジュールが縦方向に並べて取り付けられ、前記太陽
電池モジュールの各々が上方に向かうに従って前記遮音壁に近づくように傾斜して設けら
れる太陽電池モジュールの取付構造であって、前記遮音壁の背面側に固定される上側保持
部と下側保持部で、前記太陽電池モジュールの上端側と下端側がそれぞれ保持され、前記
上側保持部が前記下側保持部よりも外側方向への突出量が小さく形成され、夏至の南中高
度の太陽光によって前記太陽電池モジュールの受光面に発生する日陰が、前記受光面の上
端から前記太陽電池モジュールが発電可能な規定領域未満となるように設定して、前記太
陽電池モジュールが取り付けられることを特徴とする。
　この構成によれば、太陽電池モジュールの上側保持部を下側保持部よりも外側方向への
突出量を小さくし、太陽高度が最も高くなる夏至の南中高度の太陽光に対して、太陽電池
モジュールの受光面に発生する日陰が受光面の上端から規定領域未満となるように設定し
て太陽電池モジュールを取り付けることにより、通常日陰が生ずる太陽電池モジュールの
受光面の上部に関して、より高度の高い太陽に対応した受光を確保して、太陽電池モジュ
ールの受光面に発生する日陰を可能な限り抑制することができ、発電しない太陽電池セル
の発生、及びその影響による太陽電池モジュールの全体が発電しなくなる事態を極力抑制
することができる。従って、太陽電池モジュールや太陽電池モジュールで構成される太陽
光発電装置の高い発電効率を確保することができ、太陽光発電で利用可能な電力を増加さ
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せることができる。また、夏の電力需要が非常に大きくなる時刻における安定した発電を
実現することができ、電力需要の高い時期と時間帯に対応する電力供給の安定性を高める
ことができる。また、既存の遮音壁の背面板や外装板を利用してこれに取り付けることが
可能であり、太陽電池モジュールを良好な作業性、低コストで設置することができ、既設
遮音壁の有効利用も十分に図ることができる。
【００１２】
　本発明の太陽電池モジュールの取付構造は、前記発生する日陰が、前記太陽電池モジュ
ールの最上行の太陽電池セルの受光面の一部に留まるように設定して、前記太陽電池モジ
ュールが取り付けられることを特徴とする。
　この構成によれば、発生する日陰が太陽電池モジュールの最上行の太陽電池セルの受光
面の一部に留まるように設定して最上行の太陽電池セルの発電を確保し、発電しない太陽
電池セルの発生、及びその影響による太陽電池モジュールの全体が発電しなくなる事態を
より確実に抑制することができる。
【００１３】
　本発明の太陽電池モジュールの取付構造は、遮音壁の走行路とは逆側の背面側に、太陽
電池セルが直列接続される太陽電池モジュールが縦方向に並べて取り付けられ、前記太陽
電池モジュールの各々が上方に向かうに従って前記遮音壁に近づくように傾斜して設けら
れる太陽電池モジュールの取付構造であって、前記遮音壁の背面側に固定される上側保持
部と下側保持部で、前記太陽電池モジュールの上端側と下端側がそれぞれ保持され、前記
上側保持部が前記下側保持部よりも外側方向への突出量が小さく形成され、夏至の南中高
度の太陽光によって前記太陽電池モジュールの受光面に発生する日陰が、前記太陽電池モ
ジュールの受光面にかからないように設定して、前記太陽電池モジュールが取り付けられ
ることを特徴とする。
　この構成によれば、太陽電池モジュールの上側保持部を下側保持部よりも外側方向への
突出量を小さくし、太陽高度が最も高くなる夏至の南中高度の太陽光に対して、太陽電池
モジュールの受光面に発生する日陰が太陽電池モジュールの受光面にかからないように設
定して太陽電池モジュールを取り付けることにより、通常日陰が生ずる太陽電池モジュー
ルの受光面の上部に関して、より高度の高い太陽に対応した受光を確保して、太陽電池モ
ジュールの受光面に発生する日陰を無くし、発電しない太陽電池セルの発生、及びその影
響による太陽電池モジュールの全体が発電しなくなる事態を防止することができる。従っ
て、太陽電池モジュールや太陽電池モジュールで構成される太陽光発電装置の高い発電効
率を確保することができ、太陽光発電で利用可能な電力を増加させることができる。また
、夏の電力需要が非常に大きくなる時刻における安定した発電を実現することができ、電
力需要の高い時期と時間帯に対応する電力供給の安定性を高めることができる。また、既
存の遮音壁の背面板や外装板を利用してこれに取り付けることが可能であり、太陽電池モ
ジュールを良好な作業性、低コストで設置することができ、既設遮音壁の有効利用も十分
に図ることができる。
【００１４】
　本発明の太陽電池モジュールの取付構造は、前記上側保持部の外側方向の先端で走行路
方向に延びる先端部分が、前記下側保持部の外側方向の先端で走行路方向に延びる先端部
分と、前記下側保持部の直下で前記上側保持部で保持されている前記太陽電池モジュール
の受光面の上端とを結ぶ線よりも、内側に設けられることを特徴とする。
　この構成によれば、上側の下側保持部で遮光されずに太陽電池モジュールに入射可能な
太陽光が、この太陽電池モジュールを保持する上側保持部で遮られることを防止すること
ができ、上側に位置する下側保持部で遮光されない太陽光の太陽電池モジュールによる受
光を確保することができる。
【００１５】
　本発明の太陽電池モジュールの取付構造は、上下に並べて設けられる上側の太陽電池モ
ジュールの下側保持部と下側の太陽電池モジュールの上側保持部が別体であることを特徴
とする。
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　この構成によれば、上側保持部と下側保持部を別体とすることにより、上下に配置され
る太陽電池モジュール相互の距離が調整可能な取り付けを行うことができ、上下の太陽電
池モジュール相互の距離を必要に応じて適宜調整し、太陽電池モジュールの受光面に発生
する日陰が受光面の上端から規定領域未満となるように設定、或いは太陽電池モジュール
の受光面に発生する日陰が受光面にかからないように設定し、太陽電池モジュールを容易
に取り付けることが可能となる。また、太陽電池モジュールの上下間の距離を調整して日
陰の抑制或いは防止を図ることにより、下側保持部や太陽電池モジュール等の遮音壁外側
への突出量を規制範囲内など所定範囲内に留めることができる。
【００１６】
　本発明の太陽光発電装置は、本発明の太陽電池モジュールの取付構造で取り付けられる
前記太陽電池モジュールを少なくとも一部に有することを特徴とする。
　この構成によれば、高い発電効率で、利用可能な電力量の安定性に優れる太陽光発電装
置を得ることができる。
【００１７】
　本発明の太陽光発電装置は、太陽電池モジュールから得られる電力を直流から交流に変
換して出力するパワーコンディショナーを備える上記太陽光発電装置であって、前記パワ
ーコンディショナーが、太陽電池モジュールから入力される電力の直流電圧を昇圧する昇
圧回路と、昇圧された電力を直流から交流に変換して出力するインバータと、前記太陽電
池モジュールの発電電力が制御電源として供給され、駆動動作を制御する駆動制御部を有
し、前記太陽電池モジュールの発電電力を一時的に蓄え、前記パワーコンディショナーの
起動時の補助電力を供給する補助コンデンサが前記昇圧回路に設けられることを特徴とす
る。
　この構成によれば、パワーコンディショナーの起動時に必要な大きな電力を、その際の
太陽電池モジュールの発電と補助コンデンサに蓄えられた電荷の双方から得ることができ
、太陽電池モジュールの発電量が少ない場合にもパワーコンディショナーを起動、運転し
、太陽光発電による利用可能な電力を一層増加することができる。
【００１８】
　本発明の太陽光発電装置は、前記駆動制御部の制御電源が、前記太陽電池モジュールの
出力側と前記昇圧回路の間の分岐から供給される第１の制御電源と、前記インバータの出
力側と外部系統電源の間の分岐から供給される第２の制御電源とを所定条件に応じて選択
して供給されることを特徴とする。
　この構成によれば、太陽電池モジュールの発電する直流電力、パワーコンディショナー
から出力される交流電力、外部系統電源から供給される交流電力を適切に調整して利用し
、パワーコンディショナーをより持続的に運転することが可能となり、太陽光発電による
利用可能な電力をより一層増加することができる。
【００１９】
　本発明の太陽光発電装置は、太陽電池モジュールの異常検出装置を備える上記太陽光発
電装置であって、前記異常検出装置として、一の太陽電池モジュールの発電電圧と他の太
陽電池モジュールの発電電圧を取得し、前記一の太陽電池モジュールの発電電圧と前記他
の太陽電池モジュールの発電電圧とを相互比較し、その比較結果が所定条件の許容範囲外
の状態が所定設定時間を超える場合に、発電電圧の低い方の太陽電池モジュールを異常と
判定する異常検出部と、前記異常と判定した太陽電池モジュールの異常を告知する告知部
とを備えることを特徴とする。
　この構成によれば、一の太陽電池モジュールと他の太陽電池モジュールの発電電圧を相
対的に比較し、所定設定時間を条件として異常を検出することにより、一時的に日陰にな
った場合など太陽電池モジュールに対する太陽光が一時的に不足した場合に誤って異常検
出することを回避することができ、現に異常が発生している太陽電池モジュールの異常を
検出することができる。また、太陽電池モジュールが発電していない異常に加え、太陽電
池モジュールの発電電圧が低下している異常も異常として検出することができる。更に、
異常の太陽電池モジュールが太陽光発電に及ぼす影響の早期且つ確実な是正が可能となり
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、太陽光発電による利用可能な電力の増加に資する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の太陽電池モジュールの取付構造或いは太陽光発電装置によれば、通常日陰が生
ずる太陽電池モジュールの受光面の上部に関して、より高度の高い太陽に対応した受光を
確保して、太陽電池モジュールの受光面に発生する日陰を可能な限り抑制する或いは無く
すことができ、発電しない太陽電池セルの発生、及びその影響による太陽電池モジュール
の全体が発電しなくなる事態を極力抑制或いは防止することができる。従って、太陽電池
モジュールや太陽電池モジュールで構成される太陽光発電装置の高い発電効率を確保する
ことができ、太陽光発電で利用可能な電力を増加させることができる。また、夏の電力需
要が非常に大きくなる時刻における安定した発電を実現することができ、電力需要の高い
時期と時間帯に対応する電力供給の安定性を高めることができる。また、既存の遮音壁の
背面板や外装板を利用してこれに取り付けることが可能であり、太陽電池モジュールを良
好な作業性、低コストで設置することができ、既設遮音壁の有効利用も十分に図ることが
できる。
【００２１】
　また、太陽電池モジュールが遮音壁の背面側に縦方向に並べて取り付けられ、水平面へ
の拡がりが小さいことから、良好な植物の生育、緑地の保全・増進に資すると共に、太陽
電池モジュールの各々が上方に向かうに従って遮音壁に近づくように傾斜して設けられる
ことから、高速道路の遮音壁など高い位置に設けられることが多い遮音壁背面側の太陽電
池モジュールにおいて、周辺住民等に与えるグレアを極力抑制することができ、周辺環境
の保全にも資するものである。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明による第１実施形態の太陽電池モジュールの取付構造を示す縦断面図。
【図２】図１の部分拡大図。
【図３】（ａ）及び（ｂ）は第１実施形態の太陽電池モジュールの取付構造における太陽
電池モジュールに対する太陽光の入射を示す説明図。
【図４】第１実施形態の取付構造による太陽電池モジュールを有する太陽光発電装置を示
すブロック図。
【図５】太陽電池モジュールに生ずる日陰と発電量の関係を示すグラフ。
【図６】本発明による第２実施形態の太陽電池モジュールの取付構造を示す拡大縦断面図
。
【図７】パワーコンディショナーの回路例の回路説明図。
【図８】太陽電池モジュールと異常検出装置の例を示す説明図。
【図９】図８の異常検出装置のブロック図。
【図１０】図８及び図９の異常検出装置における異常検出処理を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　〔第１実施形態の太陽電池モジュールの取付構造及び太陽光発電装置〕
　本発明による第１実施形態の太陽電池モジュールの取付構造及び太陽光発電装置につい
て説明する。
【００２４】
　第１実施形態の太陽電池モジュールの取付構造は、図１及び図２に示すように、遮音壁
６００の走行路とは逆側の背面側に太陽電池モジュール１０を縦方向に並べて取り付ける
ものであり、太陽電池モジュール１０の各々は、上方に向かうに従って遮音壁６００に近
づくように傾斜して設けられ、その上端側と下端側が、遮音壁６００の背面側である背面
板若しくは外装板等に固定される上側保持部２０と下側保持部３０でそれぞれ保持されて
いる。
【００２５】
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　太陽電池モジュール１０は、直列接続される太陽電池セル１１がマトリクス状に行列配
置され、太陽電池セル１１が設けられている領域が受光面１２になっている。太陽電池モ
ジュール１０の上縁と下縁には太陽電池セル１１が設けられていない受光面でない非受光
領域１３が設けられ、太陽電池モジュール１０は、この非受光領域１３において、上側保
持部２０と下側保持部３０で保持されている。
【００２６】
　上側保持部２０は、走行路の方向に延びる略台形筒状の基体２１を有し、基体２１の下
部から所定の傾斜角度で設けられる一対の保持片２２・２２間に溝状の凹部２３が形成さ
れ、溝状の凹部２３も走行路の方向に延設されている。凹部２３には、太陽電池モジュー
ル１０の上端側である上縁の非受光領域１３が嵌め込まれ、太陽電池モジュール１０の上
縁が凹部２３で保持されている。
【００２７】
　上側保持部２０には、基体２１の上部から略垂直方向に突出して取付板２４が設けられ
ており、取付板２４やこれと連続する基体２１の垂直面２１１が遮音壁６００に沿うよう
に配置され、取付板２４に形成されている取付孔に挿入されるボルト４１及びナット４２
等の取付具により、上側保持部２０が遮音壁６００に取り付けられている。
【００２８】
　上側保持部２０は、後述する下側保持部３０よりも外側方向（遮音壁６００を挟んで走
行路と逆側の方向）への突出量が小さく形成され、本例では上側保持部２０の基体２１の
外側方向の先端（走行路方向に延びる先端部分）の突出量が、下側保持部３０の外側の保
持片３２の先端（走行路方向に延びる先端部分）の突出量よりも小さくなるように設定し
て形成されている。
【００２９】
　更に、本例では、上側保持部２０の外側方向の先端で走行路方向に延びる先端部分であ
る基体２１の先端が、下側保持部３０の外側方向の先端で走行路方向に延びる先端部分で
ある保持片３２の先端と、下側保持部３０の直下で、この上側保持部２０で保持されてい
る太陽電池モジュール１０の受光面１２の上端とを結ぶ線よりも、内側に設けられている
。これにより、上側の下側保持部３０で遮光されずに太陽電池モジュール１０に入射可能
な太陽光が、この太陽電池モジュール１０を保持する上側保持部２０で遮られることを防
止することができ、上側に位置する下側保持部３０で遮光されない太陽光の太陽電池モジ
ュール１０による受光を確保することが可能になっている。
【００３０】
　また、上側保持部２０の基体２１の外側方向の先端と外側の保持片２２との間は、下方
に向かうに従って遮音壁６００に近づくように傾斜する傾斜面２１２になっており、上縁
を保持している太陽電池モジュール１０の受光面１２に対する太陽光の入射をより確実に
している。
【００３１】
　下側保持部３０は、走行路の方向に延びる略三角形筒状の基体３１を有し、基体３１の
外側先端近傍の上部から所定の傾斜角度で突出する一対の保持片３２・３２間に溝状の凹
部３３が形成され、溝状の凹部３３も走行路の方向に延設されている。凹部３３には、太
陽電池モジュール１０の下端側である下縁の非受光領域１３が嵌め込まれ、太陽電池モジ
ュール１０の下縁が凹部３３で保持されている。
【００３２】
　下側保持部３０には、基体３１の下部から略垂直方向に突出して取付板３４が設けられ
、取付板３４は、その内面が下側保持部３０の基体３１の垂直面３１１よりも外側に位置
するように形成されている。下側保持部３０の基体３１の垂直面３１１は遮音壁６００に
沿うように配置され、取付板３４は遮音壁６００の背面と並行するように配置される。
【００３３】
　最下端に取り付けられる下側保持部３０以外では、垂直面３１１と取付板３４との間の
段差において、取付板３４と遮音壁６００との間に前述の上側保持部２０の取付板２４が
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挿入して配置され、取付板２４と取付板３４が重なって配置されている。そして、重なっ
て配置された取付板２４、３４の対応する位置に形成されている取付孔に挿入されるボル
ト４１及びナット４２等の取付具により、下側保持部３０が遮音壁６００に取り付けられ
ている。また、最下端の下側保持部３０は、垂直面３１１と取付板３４との間の段差に必
要に応じてスペーサー等が設けられ、取付板３４に形成されている取付孔に挿入されるボ
ルト４１及びナット４２等の取付具により、遮音壁６００に取り付けられる。
【００３４】
　更に、下側保持部３０の基体３１の外側の保持片３２の外面に相当する外側方向の先端
から取付板３４にかけては、下方に向かうに従って遮音壁６００に近づくように傾斜する
傾斜面３１２になっており、下側保持部３０の下側に配置される太陽電池モジュール１０
の受光面１２に対する後述の太陽光の照射を確保可能になっている。
【００３５】
　また、同じ太陽電池モジュール１０の上縁を保持する上側保持部２０と下側保持部３０
は、上側保持部２０と下側保持部３０にそれぞれボルト締め等で固定される連結部材４３
を介して相互に連結され、連結部材４３による上側保持部２０と下側保持部３０の固定に
より、上側保持部２０と下側保持部３０相互の間に、規格化された所定の離間距離を容易
且つ確実に確保することが可能になっている。更に、この所定の離間距離を開けた上側保
持部２０の凹部２３と下側保持部３０の凹部３３は、対応する位置で略同一の傾斜角度で
配置され、この状態の凹部２３、３３に太陽電池モジュール１０が嵌め込まれることによ
り、太陽電池モジュール１０が所定の傾斜角度で配置されるようになっている。
【００３６】
　尚、本実施形態の上側保持部２０と下側保持部３０は別体で、上下に並べて設けられる
上側の太陽電池モジュール１０の下側保持部３０と下側の太陽電池モジュール１０の上側
保持部２０も別体であることから、上下に配置される太陽電池モジュール１０・１０相互
の距離を調整して取り付けを行うことが可能である。例えば上下の太陽電池モジュール１
０・１０相互の距離をより長くするように配置し、取付板２４、３４を重ねずに遮音壁６
００に固定することができる。この際、取付板３４と遮音壁６００との間には必要に応じ
てスペーサーを設ける、或いは取付板３４を垂直面３１１と面一で形成する構成等とする
ことが可能である。
【００３７】
　このように上側保持部２０と下側保持部３０を別体とすることにより、上下に配置され
る太陽電池モジュール１０・１０相互の距離が調整可能な取り付けを行うことができ、上
下の太陽電池モジュール１０・１０相互の距離を必要に応じて適宜調整し、後述の如く太
陽電池モジュール１０の受光面１２に発生する日陰が受光面１２の上端から規定領域未満
となるように設定、或いは太陽電池モジュール１０の受光面１２に発生する日陰が受光面
１２にかからないように設定し、太陽電池モジュール１０を容易に取り付けることが可能
となる。また、太陽電池モジュール１０・１０の上下間の距離を調整して日陰の抑制或い
は防止を図ることにより、下側保持部３０や太陽電池モジュール１０等の遮音壁外側への
突出量を規制範囲内など所定範囲内に留めることが可能となる。
【００３８】
　そして、第１実施形態の取付構造では、夏至の南中高度の太陽光によって太陽電池モジ
ュール１０の受光面１２に発生する日陰が、受光面１２の上端から規定領域未満となるよ
うに設定して、上側保持部２０、下側保持部３０の外側方向先端の走行路方向に延びる先
端部分における外側方向への突出量、太陽電池モジュール１０の傾斜角度、上下の太陽電
池モジュール１０・１０相互の距離等を規制し、太陽電池モジュール１０が取り付けられ
ており、本例では、発生する日陰が、太陽電池モジュール１０の最上行の太陽電池セル１
１の受光面１２の一部に留まるように設定して、太陽電池モジュール１０が取り付けられ
ている。
【００３９】
　即ち、図３の太陽光Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３において、水平線Ｈからの傾斜角度が最も急峻な
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太陽光Ｌ３が夏至の南中高度の太陽光である場合、これよりも太陽高度が低い場合に対応
する傾斜角度の緩い太陽光Ｌ１、Ｌ２は、上側に位置する下側保持部３０や上側保持部２
０で遮光されずに太陽電池モジュール１０の受光面１２の上端に入射し、受光面１２に日
陰が発生しない。他方において、夏至の南中高度の太陽光である太陽光Ｌ３では、太陽電
池モジュール１０の受光面１２の上端から日陰領域Ｓを発生させるが、この日陰領域Ｓが
規定領域未満になるように、本例では最上行の太陽電池セル１１の受光面１２の一部に留
まるように設定して、発電しない太陽電池セル１１の発生や太陽電池モジュール１０が発
電しない事態が極力抑制されている。尚、この規定領域は、発電しない太陽電池セル１１
が発生せずに、太陽電池モジュール１０が発電可能な領域である。
【００４０】
　また、夏至の南中高度の太陽光によって太陽電池モジュール１０の受光面１２に発生す
る日陰が、受光面１２の上端から規定領域未満となるように設定することに代え、夏至の
南中高度の太陽光によって太陽電池モジュール１０の受光面１２に発生する日陰が、太陽
電池モジュール１０の受光面１２にかからないように設定して、上側保持部２０、下側保
持部３０の外側方向先端の走行路方向に延びる先端部分における外側方向への突出量、太
陽電池モジュール１０の傾斜角度、上下の太陽電池モジュール１０・１０相互の距離等を
規制し、太陽電池モジュール１０が取り付けられるようにすることも可能である。
【００４１】
　即ち、図３の太陽光Ｌ１、Ｌ２において、水平線Ｈからの傾斜角度がＬ２よりも急峻な
太陽光Ｌ１が夏至の南中高度の太陽光である場合に、太陽光Ｌ１でも、上側に位置する下
側保持部３０や上側保持部２０で遮光されずに太陽電池モジュール１０の受光面１２の上
端に入射し、受光面１２に日陰が発生しないように設定して、発電しない太陽電池セル１
１の発生や太陽電池モジュール１０が発電しない事態を防止するように、太陽電池モジュ
ール１０を取り付ける。
【００４２】
　ここで参考として、太陽電池モジュールに生ずる日陰と発電量の関係について図５に示
す。図５は、７１Ｗの太陽電池モジュール１０を４枚直列に接続し、そのうちの１枚の太
陽電池モジュール１０の１つの太陽電池セル１１に、日陰（影）をつけた場合の日陰と発
電量の関係を示している。定格発電量は２８４Ｗ（７１Ｗ×４枚）である。影の長さを変
えていき、影の長さが１０ｍｍ位から、影をつけた太陽電池セル１１の太陽電池モジュー
ル１０の発電量が減少していくこと、影の長さが３０ｍｍ以上では該当する太陽電池モジ
ュール１０が発電していないことが分かる。
【００４３】
　そして、第１実施形態の太陽光発電装置２００は、第１実施形態の太陽電池モジュール
１０の取付構造で取り付けられる太陽電池モジュール１０を、その全部に対応する太陽電
池モジュールとして或いは一部に対応する太陽電池モジュールとして有するものとして構
成される（図４参照）。図４の太陽光発電装置２００は、複数の太陽電池モジュール１０
を直列接続する等により太陽電池アレイ１００が構成され、太陽電池モジュール１０に対
する異常検出装置５００が設けられている。異常検出装置５００は、例えば太陽電池アレ
イ１００の太陽電池モジュール１０中の所定の複数個数毎に設けられ、後述する図８～図
１０の例のように対応する複数個数の太陽電池モジュール１０の異常を検出して告知する
ようになっている。
【００４４】
　更に、太陽光発電装置２００には、太陽電池アレイ１００に対応してパワーコンディシ
ョナー３００が設けられており、パワーコンディショナー３００によって太陽電池アレイ
１００から得られる電力を直流から交流に変換し、外部系統電源４００に出力して連系さ
せるようになっている。
【００４５】
　第１実施形態の太陽電池モジュール１０の取付構造或いは太陽光発電装置２００は、通
常日陰が生ずる太陽電池モジュール１０の受光面１２の上部に関して、より高度の高い太
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陽に対応した受光を確保して、太陽電池モジュール１０の受光面１２に発生する日陰を可
能な限り抑制する或いは無くすことができ、発電しない太陽電池セル１１の発生、及びそ
の影響による太陽電池モジュール１０の全体が発電しなくなる事態を極力抑制或いは防止
することができる。従って、太陽電池モジュール１０や太陽電池モジュール１０で構成さ
れる太陽光発電装置２００の高い発電効率を確保することができ、太陽光発電で利用可能
な電力を増加させることができる。また、夏の電力需要が非常に大きくなる時刻における
安定した発電を実現することができ、電力需要の高い時期と時間帯に対応する電力供給の
安定性を高めることができる。また、上側保持部２０と下側保持部３０により、既存の遮
音壁の背面板や外装板を利用してこれに取り付けることが可能であり、太陽電池モジュー
ル１０を良好な作業性、低コストで設置することができ、既設遮音壁の有効利用も十分に
図ることができる。
【００４６】
　〔第２実施形態の太陽電池モジュールの取付構造及び太陽光発電装置〕
　次に、本発明による第２実施形態の太陽電池モジュールの取付構造及び太陽光発電装置
について説明する。
【００４７】
　第２実施形態の太陽電池モジュールの取付構造及び太陽光発電装置２００は、基本的な
構成は第１実施形態と同一であるが、図６に示すように、取付構造における別体の上側保
持部２０ａと下側保持部３０ａが第１実施形態と異なる。
【００４８】
　上側保持部２０ａは、走行路の方向に延びる細長板状の基板２１ａを有し、断面視で基
板２１ａの下端に略Ｌ字形の保持片２２ａが設けられていると共に、基板２１ａの上端か
ら屈曲して略垂直方向に突出する取付板２３ａが設けられている。取付板２３ａは、ボル
ト４１及びナット４２等の取付具により、遮音壁６００に取り付けられる。また、基板２
１ａには、別体の断面視略Ｚ字形の保持片２４ａがスペーサーを介してネジ留めされ、所
定の傾斜角度で並行して延びる保持片２２ａの先端部と保持片２４ａの先端部との間に空
間が形成されるようになっており、この空間に太陽電池モジュール１０の上縁の非受光領
域１３が所定の傾斜角度で嵌め込まれている。
【００４９】
　上側保持部２０ａの外側方向の先端は、別体の保持片２４ａの外側方向の先端（走行路
方向に延びる先端部分）であり、その突出量は下側保持部３０ａの外側方向の先端よりも
当然に小さくなっており、更に、上側保持部２０ａの外側方向の先端で走行路方向に延び
る先端部分が、下側保持部３０ａの外側方向の先端で走行路方向に延びる先端部分と、下
側保持部３０ａの直下で、この上側保持部２０ａで保持されている太陽電池モジュール１
０の受光面１２の上端とを結ぶ線よりも、当然に内側に設けられている。
【００５０】
　下側保持部３０ａは、走行路の方向に延びる細長板状の基板３１ａを有し、断面視で基
板３１ａの上端に略Ｌ字形の保持片３２ａが設けられていると共に、基板３１ａの下端か
ら屈曲して略垂直方向に突出する取付板３３ａが設けられている。取付板３３ａは、ボル
ト４１及びナット４２等の取付具により、遮音壁６００に取り付けられる。また、基板３
１ａには、別体の断面視略Ｌ字形の保持片３４ａがネジ留めされ、所定の傾斜角度で並行
して延びる保持片３２ａの先端部と保持片３４ａの先端部との間に空間が形成されるよう
になっており、この空間に太陽電池モジュール１０の下縁の非受光領域１３が所定の傾斜
角度で嵌め込まれている。尚、図示例の上側保持部２０ａと外側保持部３０ａは連結され
ていないが、連結部材で連結することも可能である。
【００５１】
　第２実施形態の取付構造も第１実施形態と同様に、夏至の南中高度の太陽光によって太
陽電池モジュール１０の受光面１２に発生する日陰が、受光面１２の上端から規定領域未
満となるように設定して、本例では、発生する日陰が、太陽電池モジュール１０の最上行
の太陽電池セル１１の受光面１２の一部に留まるように設定して、太陽電池モジュール１
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０が取り付けられている。また、第１実施形態と同様に、夏至の南中高度の太陽光によっ
て太陽電池モジュール１０の受光面１２に発生する日陰が、太陽電池モジュール１０の受
光面１２にかからないように設定して、太陽電池モジュール１０が取り付けられるように
することも可能である。また、第２実施形態における太陽光発電装置２００も第１実施形
態と同様である。
【００５２】
　第２実施形態では、上側保持部２０ａと下側保持部３０ａをより簡単な構成とすること
により、コスト低減を図ることができる。また、上側保持部２０ａの外側方向の先端が、
太陽電池モジュール１０の上縁を外側から保持する保持片２４ａの先端となることから、
下側保持部３０ａの外側方向への突出量や太陽電池モジュール１０の傾斜角度如何に関わ
らず、上側保持部２０ａにより、太陽電池モジュール１０の受光面１２の上端への太陽光
の入射が遮光されることをほぼ無くすことができ、設計や設置構造の自由度を高めること
ができる。また、上側保持部２０ａと下側保持部３０ａを元からそれぞれに遮音壁６００
に固定する構成であることから、上下の太陽電池モジュール１０・１０相互の距離調整も
容易となる。その他、第１実施形態と対応する構成により、第１実施形態と同様の効果を
奏する。
【００５３】
　〔第１、第２実施形態におけるパワーコンディショナーの例〕
　次に、第１、第２実施形態の太陽光発電装置２００におけるパワーコンディショナーの
例について説明する。
【００５４】
　本例のパワーコンディショナー３００は、図７に示すように、上記取付構造で取り付け
られた複数の太陽電池モジュール１０を直列或いは並列に接続して構成される太陽電池ア
レイ１００に接続して設けられ、上記取付構造等で取り付けられる太陽電池モジュール１
０から得られる電力、即ち太陽電池アレイ１００から得られる電力を直流から交流に変換
し、外部系統電源４００に出力して連系させる。図示例の外部系統電源４００は、三相３
線式ＡＣ２００Ｖであり、４０１はＵ相、Ｖ相、Ｗ相にそれぞれ対応する電線である。
【００５５】
　パワーコンディショナー３００は、太陽電池モジュール１０或いは太陽電池アレイ１０
０から得られる電力を直流から交流に変換して出力するものであり、入力側の開閉器３０
１と逆流防止ダイオード３０２を介して太陽電池アレイ１００に接続されると共に、出力
側の開閉器３０３を介して外部系統電源４００に接続され、入力される直流電力を平滑す
る平滑用コンデンサＣ１と、入力される直流電力を昇圧する昇圧回路３１０と、直列接続
されている２個の電圧分割用コンデンサＣ２、Ｃ３と、昇圧された電力を直流から交流に
変換して出力するインバータ３２０と、駆動動作を制御する駆動制御部３３０、駆動制御
部３３０の動作用の電源を供給する第１電源供給部３４０及び第２電源供給部３５０を備
える。
【００５６】
　昇圧回路３１０は、昇圧用インダクタＬと、ダイオードＤと、環流ダイオードＤ１が逆
並列に接続されているスイッチング素子Ｓ１を有し、スイッチング素子Ｓ１が昇圧型イン
ダクタＬとダイオードＤとの間に接続されている。更に、昇圧回路３１０には、太陽電池
アレイ１００からの直流電力の入力側に補助コンデンサＣ４が並列に接続されており、太
陽電池アレイ１００から入力される電力を補助コンデンサＣ４に一時的に蓄え、大きな電
力が必要になるパワーコンディショナー３００の起動時に、昇圧回路３１０で必要な電力
を太陽電池アレイ１００からの電力と補助コンデンサＣ４に蓄えられた補助電力の双方で
供給し、より少ない発電量の場合にもパワーコンディショナー３００の起動を補助コンデ
ンサＣ４に蓄えられた電荷で補助することが可能である。
【００５７】
　インバータ３２０は、三相線間電圧制御型でハーフブリッジ型であり、環流ダイオード
Ｄ２～Ｄ５が逆並列にそれぞれ接続されているスイッチング素子Ｓ２～Ｓ５を４組有し、
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直列接続されるスイッチング素子Ｓ２、Ｓ３と直列接続されるスイッチング素子Ｓ４、Ｓ
５が並列に接続されている。直列接続のスイッチング素子Ｓ２、Ｓ３の中点と、直列接続
のスイッチング素子Ｓ４、Ｓ５の中点からは、それぞれ出力（Ｕ相、Ｗ相）が取り出され
ると共に、電圧分割用コンデンサＣ２、Ｃ３の中点から接地相（Ｖ相）が取り出されてい
る。
【００５８】
　駆動制御部３３０は、演算処理部や記憶部等を有するマイクロコンピュータで構成され
、記憶部に設定されている制御プログラムに従い、昇圧回路３１０のスイッチング素子Ｓ
１のオン／オフ制御や、インバータ３２０のスイッチング素子Ｓ２～Ｓ５のオン／オフ制
御等のパワーコンディショナー３００の全体の制御を行う。尚、パワーコンディショナー
３００には、例えば太陽電池アレイ１００が発電している直流電力の出力電圧を検出する
電圧検出器、太陽電池アレイ１００の出力電流を検出する電流検出器、電圧分割用コンデ
ンサＣ２、Ｃ３による直流リンク電圧を検出する電圧検出器、インバータ３２０の出力交
流電流を検出する電流検出器、外部系統電源４００の三相線間電圧を検出する電圧検出器
（図示省略）等が適宜設けられ、これらの検出信号が駆動制御部３３０に取り込まれ、駆
動制御部３３０が所定の制御動作を行うようになっている。
【００５９】
　そして、昇圧回路３１０の入力側に相当する平滑用コンデンサＣ１の両側から分岐して
第１電源供給部３４０に太陽電池アレイ１００の直流電力が入力可能になっており、駆動
制御部３３０の制御によって開閉器３０４が開閉され、開閉器３０４が閉じた状態で第１
電源供給部３４０に太陽電池アレイ１００の直流電力が入力される。第１電源供給部３４
０は、入力された太陽電池アレイ１００の直流電力を降圧等して調整し、駆動制御部３３
０に供給する。
【００６０】
　また、外部系統電源４００と接続する出力側の開閉器３０３とインバータ３２０との間
においてＷ相とＶ相の電線４０１から分岐して、第２電源供給部３５０に外部系統電源４
００の交流電力やインバータ３２０から出力される交流電力が入力可能になっており、駆
動制御部３３０の制御によって開閉器３０５が開閉され、開閉器３０５が閉じた状態で第
２電源供給部３５０に交流電力が入力される。第２電源供給部３５０は、入力された太陽
電池アレイ１００の交流電力を降圧、ＡＣ／ＤＣ変換等して調整し、駆動制御部３３０に
直流電力として供給する。
【００６１】
　駆動制御部３３０は、太陽電池アレイ１００は通常の発電を行っている場合には、開閉
器３０４を閉じて第１電源供給部３４０により太陽電池アレイ１００の発電した直流電力
の一部を制御電源として供給を受け、例えば検出する直流リンク電圧或いは検出する太陽
電池アレイ１００の出力電圧等或いはこれらの値からの算出値等を、その記憶部に記憶さ
れている閾値或いは外部系統電源４００の電圧等或いはその算出値等と対比し、太陽電池
アレイ１００の直流リンク電圧が閾値未満の場合など所定条件を充足した場合に、開閉器
３０４をオフ、開閉器３０５をオンにして、第２電源供給部３５０によりインバータ３２
０の出力側から取り出される電力、即ち外部系統電源４００の交流電力或いはインバータ
３２０から出力される交流電力の一部を制御電源として供給を受けるようになっており、
換言すれば第１の制御電源と第２の制御電源が所定条件に応じて選択して駆動制御部３３
０に供給される。
【００６２】
　駆動制御部３３０が第２電源供給部３５０から制御電源の供給を受けている場合、第１
電源供給部３４０から駆動制御部３３０に供給されていた太陽電池アレイ１００の直流電
力の一部が、パワーコンディショナー３００で自己消費されずに昇圧回路３１０に入力さ
れ、直流リンク電圧の昇圧に寄与し、太陽電池アレイ１００の発電している直流電力の外
部系統電源４００への逆潮流の状態を維持或いは回復することが可能となる。従って、例
えば早朝、夕方、曇天時など、太陽電池アレイ１００の発電量が少ない場合にも、パワー
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コンディショナー３００の運転が可能となり、このときの発電電力を有効活用することが
できる。尚、太陽電池アレイ１００の直流リンク電圧が閾値以上の場合など所定条件を充
足した場合には、開閉器３０４をオン、開閉器３０５をオフにして、第２電源供給部３５
０から第１電源供給部３５０に駆動制御部３３０への制御電源の供給元を切り替えるよう
にする。
【００６３】
　本例のパワーコンディショナー３００を備える太陽光発電装置２００は、補助コンデン
サＣ４により、パワーコンディショナー３００の起動時に必要な大きな電力を、その際の
太陽電池モジュール１０或いは太陽電池アレイ１００の発電と補助コンデンサＣ４に蓄え
られた電荷の双方から得ることができ、発電量が少ない場合にもパワーコンディショナー
３００を起動、運転し、太陽光発電による利用可能な電力を一層増加することができる。
また、太陽電池モジュール１０或いは太陽電池アレイ１００の発電する直流電力、パワー
コンディショナー３００から出力される交流電力、外部系統電源４００から供給される交
流電力を適切に調整して利用し、パワーコンディショナー３００をより持続的に運転する
ことが可能となり、太陽光発電による利用可能な電力をより一層増加することができる。
【００６４】
　〔第１、第２実施形態における異常検出装置の例〕
　次に、第１、第２実施形態の太陽光発電装置２００における異常検出装置５００の例に
ついて説明する。
【００６５】
　本例の異常検出装置５００は、上記取付構造で取り付けられる複数の太陽電池モジュー
ル１０に設けられるものであり、異常検出装置５００は、図８に示すように、異常検出部
５１０と、分岐線５２０と、告知部に相当する異常表示部５３０とから構成される。図８
の例では、接続線５０で直列接続されている４個の太陽電池モジュール１０ａ～１０ｄに
対して、この異常検出装置５００が１個設けられている。異常表示部５３０は、各太陽電
池モジュール１０ａ～１０ｄにそれぞれ対応する異常表示灯５３１を有し、異常表示灯５
３１のいずれか或いは複数が点灯或いは点滅することで、対応する太陽電池モジュール１
０ａ～１０ｄのいずれか或いは複数の異常を告知するようになっている。
【００６６】
　分岐線５２０は、直列接続の太陽電池モジュール１０ａ～１０ｄの一端に相当する太陽
電池モジュール１０ａの一端に接続されている接続線５０と、太陽電池モジュール１０ａ
、１０ｂを相互に接続する接続線５０と、太陽電池モジュール１０ｂ、１０ｃを相互に接
続する接続線５０と、太陽電池モジュール１０ｃ、１０ｄを相互に接続する接続線５０と
、直列接続の太陽電池モジュール１０ａ～１０ｄの他端に相当する太陽電池モジュール１
０ｄの他端に接続されている接続線５０にそれぞれ接続されており、各分岐線５２０は、
各々の接続線５０と異常検出部５１０を接続している。各々の接続線５０の電圧Ｖ１、Ｖ
２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５は、分岐線５２０を介して異常検出部５１０に取り込まれる。
【００６７】
　異常検出部５１０は、図９に示すように、電圧取得部５１１と、電圧比較部５１２と、
異常判定部５１３と、表示制御部５１４を有する。電圧取得部５１１、電圧比較部５１２
、異常判定部５１３、表示制御部５１４の各々は、ＣＰＵなど演算処理部、記憶部等で構
成され、その記憶部には、所定記憶領域に制御プログラムや処理で用いる所定データが記
憶され、各部は制御プログラムに従って所定動作を行う。
【００６８】
　電圧取得部５１１は、分岐線５２０から入力される各々の接続線５０の電圧Ｖ１、Ｖ２
、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５から、太陽電池モジュール１０ａの発電電圧Ｖａ＝Ｖ２－Ｖ１、太陽
電池モジュール１０ｂの発電電圧Ｖｂ＝Ｖ３－Ｖ２、太陽電池モジュール１０ｃの発電電
圧Ｖｃ＝Ｖ４－Ｖ３、太陽電池モジュール１０ｄの発電電圧Ｖｄ＝Ｖ５－Ｖ４をそれぞれ
算出して取得する。
【００６９】
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　電圧比較部５１２は、一の太陽電池モジュール１０の発電電圧と他の太陽電池モジュー
ル１０の発電電圧との相対的な比較値が許容範囲内であるか否かを判定するための比較式
と、その比較式で用いられる設定係数若しくは設定値を記憶部に記憶しており、この比較
式と設定係数を用いて、数ミリ秒～１秒毎など適宜のタイミング等で、一の太陽電池モジ
ュール１０の発電電圧と他の太陽電池モジュール１０の発電電圧を比較し、その比較値が
許容範囲外であるか否かを判定する。
【００７０】
　この比較式は、例えば一の太陽電池モジュール１０の発電電圧をＶｍ、他の太陽電池モ
ジュール１０の発電電圧をＶｎ、設定係数をαとする場合に、α・Ｖｍ－Ｖｎ＞０、α・
Ｖｎ－Ｖｍ＞０とし、このいずれかの場合に許容範囲外として判定することが可能である
。これは２つの太陽電池モジュール１０・１０の発電電圧の一方が他方の発電電圧のαで
示される一定割合（例えば５０％の場合には０．５）未満となった場合に、発電電圧の低
い方の太陽電池モジュール１０の発電電圧低下による異常を検出するための比較式である
。
【００７１】
　また、別の比較式として、例えば一の太陽電池モジュール１０の発電電圧をＶｍ、他の
太陽電池モジュール１０の発電電圧をＶｎ、設定値βをとする場合に、Ｖｍ－Ｖｎ＞β、
Ｖｎ－Ｖｍ＞βとし、このいずれかの場合に許容範囲外として判定することが可能である
。これは２つの太陽電池モジュール１０・１０の発電電圧の差がβで示される設定値（閾
値）を超える場合に、発電電圧の低い方の太陽電池モジュール１０の発電電圧低下による
異常を検出するための比較式である。
【００７２】
　尚、発電電圧を相互比較する太陽電池モジュール１０は、例えば図示例の太陽電池モジ
ュール１０ａ・１０ｂ相互、太陽電池モジュール１０ｃ・１０ｃ相互、太陽電池モジュー
ル１０ｃ・１０ｄ相互のように隣接する太陽電池モジュール１０とすると、より環境条件
の近い太陽電池モジュール１０・１０相互を比較することができて好ましいが、例えば太
陽電池モジュール１０ａ・１０ｃ相互、太陽電池モジュール１０ｂ・１０ｄ相互等のよう
に相互比較して異常検出することも可能である。
【００７３】
　異常判定部５１３は、電圧比較部５１２における一の太陽電池モジュール１０の発電電
圧と他の太陽電池モジュール１０の発電電圧との比較値が許容範囲外であるとの判定に応
じて、発電電圧の低い方の太陽電池モジュール１０の情報を有するその状態を示すデータ
を記憶部に一時的に記憶すると共に、記憶部に別途記憶されている設定継続時間を用いて
、一の太陽電池モジュール１０の発電電圧と他の太陽電池モジュール１０の発電電圧との
比較値が許容範囲外である状態が設定継続時間を超えて継続しているか否かを判定し、設
定継続時間を超えて継続していると判定した場合には発電電圧の低い方の太陽電池モジュ
ール１０を異常と判定する。
【００７４】
　表示制御部５１４は、異常判定部５１３の異常判定に応じて、その状態における発電電
圧の低い方の太陽電池モジュール１０に対応する異常表示灯５３１の点灯或いは点滅制御
を行い、異常表示部５３０の異常表示灯５３１が、異常が判定された太陽電池モジュール
１０の異常を外部に告知する。
【００７５】
　そして、本例の異常検出装置５００における異常検出処理では、図１０に示すように、
電圧取得部５１１で太陽電池モジュール１０ａ～１０ｄの発電電圧Ｖａ～Ｖｄを算出して
取得し（Ｓ１０１）、電圧比較部５１２で太陽電池モジュール１０ａ・１０ｂ相互、太陽
電池モジュール１０ｂ・１０ｃ相互、太陽電池モジュール１０ｃ・１０ｄ相互の発電電圧
をそれぞれ比較し、その比較値が許容範囲外であるか否かを判定する（Ｓ１０２）。異常
判定部５１３は、許容範囲外であるとの判定に応じて、その許容範囲外である状態が設定
継続時間を超えて継続しているか否かを判定し（Ｓ１０３）、設定継続時間を超えて継続
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していると判定した場合には、その状態における発電電圧の低い方の太陽電池モジュール
１０を異常と判定する（Ｓ１０４）。表示制御部５１４は、異常が判定された太陽電池モ
ジュール１０に対応する異常表示灯５３１を点灯或いは点滅して異常を外部に告知する（
Ｓ１０５）。
【００７６】
　本例の異常検出装置５００を備える太陽光発電装置２００は、一の太陽電池モジュール
１０と他の太陽電池モジュール１０の発電電圧を相対的に比較して異常を検出することに
より、一時的に日陰になった場合など太陽電池モジュール１０に対する太陽光が一時的に
不足した場合に誤って異常検出することを回避することができ、現に異常が発生している
太陽電池モジュール１０の異常を検出することができる。また、太陽電池モジュール１０
が発電していない異常に加え、太陽電池モジュール１０の発電電圧が低下している異常も
異常として検出することができる。更に、異常の太陽電池モジュール１０が太陽光発電に
及ぼす影響の早期且つ確実な是正が可能となり、太陽光発電による利用可能な電力の増加
に資する。また、上記異常検出装置５００は、複数の太陽電池モジュール１０に対して１
個設ければ済むので、異常検出装置の設置スペースの削減、コスト低減を図ることができ
る。
【００７７】
　〔実施形態の変形例等〕
　本明細書開示の発明は、各発明、実施形態、各例の構成の他に、適用可能な範囲で、こ
れらの部分的な構成を本明細書開示の他の構成に変更して特定したもの、或いはこれらの
構成に本明細書開示の他の構成を付加して特定したもの、或いはこれらの部分的な構成を
部分的な作用効果が得られる限度で削除して特定した上位概念化したものを含むものであ
る。
【００７８】
　例えば上記実施形態の上側保持部２０，２０ａ、下側保持部３０、３０ａは例示であり
、本発明の趣旨の範囲内で適宜の構成とすることが可能である。また、場所等によって、
本発明の太陽電池モジュールの取付構造でない太陽電池モジュールを一部に含むものも、
本発明の太陽光発電装置に含まれる。また、本発明におけるパワーコンディショナーは、
本発明の太陽電池モジュールの取付構造でない取付構造や太陽電池モジュールによる太陽
光発電装置の場合にも適用することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明は、遮音壁に太陽電池モジュールを取り付けて太陽光発電を行う場合に利用する
ことができる。
【符号の説明】
【００８０】
１０、１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄ…太陽電池モジュール　１１…太陽電池セル　１
２…受光面　１３…非受光領域　２０…上側保持部　２１…基体　２１１…垂直面　２１
２…傾斜面　２２…保持片　２３…凹部　２４…取付板　２０ａ…上側保持部　２１ａ…
基板　２２ａ、２４ａ…保持片　２３ａ…取付板　３０…下側保持部　３１…基体　３１
１…垂直面　３１２…傾斜面　３２…保持片　３３…凹部　３４…取付板　３０ａ…下側
保持部　３１ａ…基板　３２ａ、３４ａ…保持片　３３ａ…取付板　４１…ボルト　４２
…ナット　４３…連結部材　１００…太陽電池アレイ　２００…太陽光発電装置　３００
…パワーコンディショナー　３０１、３０３、３０４、３０５…開閉器　３０２…逆流防
止ダイオード　３１０…昇圧回路　３２０…インバータ　３３０…駆動制御部　３４０…
第１電源供給部　３５０…第２電源供給部　Ｃ１…平滑用コンデンサ　Ｃ２、Ｃ３…電圧
分割用コンデンサ　Ｃ４…補助コンデンサ　Ｌ…昇圧用インダクタ　Ｄ…ダイオード　Ｄ
１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４、Ｄ５…環流ダイオード　Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５…スイッ
チング素子４００…外部系統電源　４０１…電線　５００…異常検出装置　５１０…異常
検出部　５１１…電圧取得部　５１２…電圧比較部　５１３…異常判定部　５１４…表示
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制御部　５０…接続線　５２０…分岐線　５３０…異常表示部　５３１…異常表示灯　６
００…遮音壁　Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３…太陽光　Ｈ…水平線　Ｓ…日陰領域
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